
保育士の養成施設に在学し、卒業後福岡県
内の規定で定める施設等において保育業
務に従事しようとする方に修学資金を貸し
付けます。保育士養成施設を卒業し、保育士
として登録した後、福岡県の規定で定める施
設等で保育業務に継続して5年間従事すれ
ば返還免除となります。西南女学院大学およ
び西南女学院大学短期大学部保育科は、
指定保育士養成施設に認定されています。


